
※都市ガス工事は法令に基づき、弊社が認める資格者でないと工事を行うことができません（ガス事業法第１９３条） 

●代表的な都市ガス設備 （以下掲載は一例です） 
以下の設備が現場にある場合は、敷地内へ都市ガスの引込がございますので、事前にご連絡ください！ 
○都市ガスメーター（比較的新しいものは白色、古いものは薄緑色、青色のものがございます） 

 

○都市ガス配管（以下代表的な配管の種類 *掲載以外にもガス管の種類がございます） 
ポリエチレン管 （埋設部分に使用） 鉄管やプラスチックライニング鋼管（露出部及び埋設部に使用） 

 

   ○ガス引込管バルブ（代表的なバルブマンホール）     ○埋設ガス管標識シート（埋設管上に設置） 

 

○埋設部引込管表示杭     ○ガス引込管位置表示ピン   ○閉栓中エフ（閉栓メーター付近設置） 

 

○不使用管（例 先端をプラグ止め（栓止め）しておりますが、大半はガスが通じています） 

 


